
 

「自治体政策支援室」をご活用ください 
～地方自治体の取組みを支援します～ 

 

一般財団法人 都市農地活用支援センター 

 

都市農業振興基本法、同基本計画に基づき、平成 29年に生産緑地法等が改正され、平成 30年

４月には特定生産緑地制度や田園住居地域制度も施行されました。 

また、生産緑地の貸借を容易にするための「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が同年６

月に成立しました。 

当センター「自治体政策支援室」では、「農」の機能発揮支援アドバイザー派遣事業（農水省

補助事業）によりセンター職員を派遣しアドバイスを行う等、新しい制度を活用した地方自治体

の取組みを支援することとしています。 

皆様からのご相談をお待ちしています。 

 

■自治体への支援の内容 

１．新しい生産緑地制度に対応した取組を行うに当たってのアドバイス、情報提供 

生産緑地をはじめ、新しい都市農地制度に対応した取組へのアドバイス、都市と緑・農の共生に向け

た自治体の取組事例の紹介、都市農業・農地の多様な機能を活かした活動に関する情報提供、その他

当センターが保有する調査データ等の提供を行います。 

（例） 農家を対象とした新しい都市農地制度説明会、特定生産緑地指定のための農家アンケート実施方法、

生産緑地の追加指定、地方都市での生産緑地制度導入、緑の基本計画との連携方法、などについて

アドバイス･情報提供 

２．生産緑地の分布状況の分析等、図化した分かりやすい基礎資料作成に向けたアドバイス 

   現場での施策･方針検討には、アンケート調査と並んで、農地や生産緑地の分布等の図形データが

欠かせません。地理情報システム（ＧＩＳ）を活用することで作成できる農地分布図や様々な分析方法に

ついて情報提供、アドバイスします。また、当センターが蓄積してきた既往のデータ等を提供します。 

（例） 当センターで実施した作業の概要、作成した資料等を参考に、ケースに応じたアドバイス 

３．都市農業振興地方計画・農福連携事業・防災協力農地制度等の作成支援 

・検討に当たっての助言（勉強会、専門家派遣等） 

・調査・計画すべき内容のアウトラインの提示 

・国の補助調査制度等活用のコーディネート 

 

 

 

 

４．都市農地の貸借円滑化法等を活用した農地の多様な機能を発揮した取組みの支援 

 ・市民農園や体験農園開設のための講習会等への専門家の派遣 

・農福連携や防災協力農地等、テーマに応じたプログラム作成、補助事業等活用のアドバイス 

■支援の方法 

  電話、e-mail 等によりお申込みいただいた上で、期間、テーマ、提供データの取扱い等、実

施方法を打合せします。 

［問合先］一般財団法人都市農地活用支援センター 自治体政策支援室（佐藤・小谷） 

    Tel: 03-5823-4830 E-mail: kenkyu@tosinouti.or.jp URL: http://www.tosinouti.or.jp/ 

(例）
検討組織づくり

JA、住民組織等との連携

　　　基礎調査
　　 ・土地利用

　　　 ・農地・農家

　　   ・市民意向等

課題抽出

　　　計画策定
　　　・担い手育成

　　　　・機能発揮

　　　　・土地利用計画

　　　　・市民参加



 

 

【参考】 

■都市農地をとりまく新たな制度の改正・創設 

 ○都市緑地法・生産緑地法等の改正（平成 29年６月～平成 30年４月施行） 

 ・生産緑地指定面積要件の緩和（自治体の条例により 300 ㎡へ引き下げが可能） 

 ・生産緑地地区内における行為制限の緩和（農産加工品の製造・加工・販売施設、農家レストランの設置） 

 ・特定生産緑地制度の創設（指定後 30 年を経過した生産緑地について、市町村が引き続き 10 年単位で 

                                   特定生産緑地として指定できる、生産緑地と同様の税制） 

 ・田園住居地域の創設（相続税納税猶予創設） 

 

 ○都市計画運用指針の改正（平成 29年６月） 

 ・地方都市における生産緑地制度の導入促進 

 ・生産緑地地区の追加指定追加指定・再指定の促進 

 

 ○都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定（平成 30年６月成立） 

 ・生産緑地地区内の農地の貸借の円滑化（法定更新適用外、企業等による市民農園の手続き簡素化、 

                                              貸付を相続税納税猶予の対象とする） 

 

 

★都市農業振興基本法（平成 27 年） 

 ○法の理念：都市農業の多様な機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されると共に、そのことにより都市農地の有効

な活用及び適正な保全が図られるよう、都市農業の振興に積極的に取組む 

 ○自治体の責務：基本理念に則り、都市農業の振興に関し、（国との適切な役割分担を踏まえ）、当該地域の状況に応じた

施策を策定し、実施する責務を有する 

 ○関係団体の努力義務：基本理念の実施に主体的に取組むよう努める 

★都市農業振興基本計画（平成 28年） 

 基本計画では、地方公共団体等の実施する調査・計画策定等として以下を明示 

 ①地方計画の策定 

 ②都市農業者と都市住民との間の機能の発揮に係る合意形成のモデル調査 

 ③都市と緑・農が共生するまちづくりの実現に係る計画づくり調査 

  ※更には、当センターの都市農業振興基本計画に対するパブリックコメントでも提出したように「農住共生に係る地区レベル 

     のまちづくり」推進の取組みが求められている。 

 

 

 

【関係する補助制度等】 

（１）都市農業機能発揮対策事業（農林水産省） 

     ・「農」の機能発揮支援アドバイザー派遣事業 

・都市農業共生推進地域支援事業 

     ・防災協力農地等地域支援事業 

（２）農山漁村振興交付金（福祉農園等整備・支援事業）（農林水産省） 

（３）地域生活支援事業等（農福連携による障害者就農促進）（厚生労働省） 

（４）地方創生事業その他 

 


